

リスク評価書（様式）

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第11条第4号を受けた「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第32条の規定等に基づき、宅地建物取引業務における「特定事業者作成書面等」を作成する。

１．宅地建物取引業務におけるリスクの基本的な考え方（国のリスク評価結果等）
犯罪収益移転危険度調査書（令和7年12月版）等では、宅地建物取引業者が取り扱う宅地建物取引がもたらす危険度について、以下のとおり記載されている。なお、一般的に危険度が高いとされる取引形態、国・地域、顧客属性に関しては、末尾＜参考＞に記載。

●不動産の危険度の特徴







●疑わしい取引の届出の最近の傾向







●事例



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


●経済制裁対象者






●危険度の評価






２．当社が直面するリスクの特定・分析・評価
(１)自らの個別具体的な特性
①営業エリアと地域特性○営業エリア


○地域特性




②事業環境








（２）疑わしい取引の届出の分析結果
当社が行った直近５年間の疑わしい取引の届出は■件であり、届出の理由及び届出対象の特徴は以下表のとおり。
	
	令和3年
	令和4年
	令和5年
	令和6年
	令和7年

	届出件数(計)
	
	
	
	
	

	商品サービス
取引形態
	



	
	
	
	

	顧客属性
	
	
	



	
	　 　　　　　　　　　　　　　

	国・地域
	



	
	
	
	

	届出理由
	



	
	
	
	



（３）上記を踏まえたリスクの評価
　上記「１.国のリスク評価結果等」、「２.（１）自らの個別具体的な特性」、「２．（２）疑わしい取引の届出の分析結果」、取引量（金額、取引件数等）、影響の発生率（有形無形の損失が発生する可能性の程度）、影響度（想定される有形無形の損失の大小等）等を踏まえ、商品サービス、顧客属性、取引形態及び国・地域について、リスクが高い類型はそれぞれ以下のとおり。
1 サービス、取引形態に関するリスク評価【リスク評価総括表①参照】






2 顧客属性に関するリスク評価【リスク評価総括表②参照】







3 国・地域に関するリスク評価【リスク評価総括表③参照】










３．取引リスクに応じた当社の対応方針　
当社は、顧客の大半が一見顧客であることを踏まえ、個別の「顧客ごと」ではなく、提供するサービスや顧客属性に応じてリスク評価を実施し、リスクに応じた以下の低減措置を実施することとする。


　






<参考>
※「犯罪収益移転危険度調査書」（令和7年12月版）による取引の危険度
	危険度が高い
	取引形態
	・非対面取引

	
	
	・現金取引

	
	
	・外国との取引

	
	国・地域
	・北朝鮮

	
	
	・イラン

	
	
	・ミャンマー

	
	顧客の属性
	・反社会的勢力（暴力団等）

	
	
	・国際テロリスト（イスラム過激派等）

	
	
	・非居住者

	
	
	・外国の重要な公的地位を有する者(外国PEPs)

	
	
	・実質的支配者が不透明な法人等



※危険度が一層高まる取引（「犯罪収益移転危険度調査書」より）
	宅地建物取引（売買、代理、媒介）のうち下記に該当するもの

	・匿名又は架空名義・借名・偽名（その疑いがあるものを含む。）による取引

	・顧客の属性に見合わない高額な取引



国家公安員会の「犯罪収益移転危険度調査書」（警察庁HP）
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm

※外国PEPｓ
外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これに類する機関において重要な地位にある者またはあった者であり、その家族も含まれる。
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